
不
信
任
決
議
の
提
案

　
　
提
案
理
由

　

大
衡
村
議
会
は
３
月
16
日
、
村
職
員
か
ら

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
提
訴
さ
れ
た
件
に
係
る
マ
ス

コ
ミ
等
の
内
容
に
つ
い
て
、
議
会
全
員
協
議

会
を
開
催
し
、
村
長
の
説
明
を
求
め
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
議
会
・
村
民
を
納
得
さ

せ
る
回
答
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
議
員
の
討

議
の
結
果
、
本
議
会
に
お
い
て
村
長
の
不
信

任
案
を
提
案
し
た
。
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３
月
17
日
議
会
解
散

定例会日程表（予定）

大衡村長不信任案可決
３
月
17
日
議
会
解
散

　

議
会
は
、
３
月
定
例
会
を
下
記
の
日
程
で
実
施

す
る
予
定
で
し
た
が
、
３
月
17
日
に
村
長
か
ら
議

会
解
散
の
通
知
が
提
出
さ
れ
た
た
め
、
即
日
解
散

と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
４
月
８
日
に
村
長
が
辞
職
し
た
こ
と

に
よ
り
、
４
月
26
日
に
村
長
・
村
議
選
挙
が
実
施

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

３月定例会

あ 

ら 

ま 

し

　
平
成
27
年
第
１
回
定
例
会
は
、
３
月
10
日
か
ら
19
日
ま
で
の
10
日
間
の
予
定
で

開
会
さ
れ
ま
し
た
。

　
村
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
条
例
改
正
、
補
正
予
算
等
の
25
件
の
議
案
と
、
議
員
が

提
出
し
た
委
員
会
条
例
の
改
正
と
村
長
不
信
任
の
決
議
の
２
件
の
議
案
が
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

　
平
成
27
年
度
当
初
予
算
８
件
に
つ
い
て
は
、
採
決
を
行
う
前
に
議
会
が
解
散
し

た
た
め
、
成
立
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
一
般
質
問
は
７
人
の
議
員
が
行
い
ま
し
た
。
質
問
順
に
５
ペ
ー
ジ
か
ら
12
ペ
ー

ジ
ま
で
掲
載
し
て
い
ま
す
。

※

　
村
長
不
信
任
案
が
提
出
さ
れ
た

が
、
只
今
は
平
成
27
年
度
予
算
の

審
査
中
で
あ
る
。

　
村
長
不
信
任
に
よ
っ
て
平
成
27

年
度
事
業
は
相
当
が
執
行
さ
れ
な

く
な
り
種
々
支
障
を
来
た
す
こ
と

と
な
る
。

　
よ
っ
て
平
成
27
年
度
予
算
審
査

終
了
ま
で
待
て
な
い
か
と
の
思
い

で
あ
り
村
長
不
信
任
案
に
は
反
対

す
る
。

遠
藤
　
昌
一 

議
員

反対

山
路
　
澄
雄 

議
員

　
村
長
は
、
こ
の
問
題
が
マ
ス
コ

ミ
等
で
報
道
さ
れ
て
か
ら
、
明
確

な
説
明
も
せ
ず
残
念
で
あ
る
。

　
賛
成
議
員
全
員
が
今
後
の
村
政

発
展
の
基
礎
と
な
る
た
め
村
長
不

信
任
案
を
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
平
成
27
年
度
予
算
に
つ
い
て
は
、

議
員
一
致
協
力
し
て
会
期
中
に
予

算
成
立
に
む
け
努
力
し
た
い
の
で
、

議
員
諸
兄
の
賛
同
を
願
う
も
の
で

あ
る
。 賛成

不信任案可決
※特別多数議決のため、議長も表決権を有する

賛成12・反対１・（棄権１）

討 

論

月　日 会議名 審議内容

３月10日（火） 本会議

◦開　会
◦委員会等報告
◦村長施政方針説明
◦一般質問

３月11日（水） 本会議

◦諮問（１件）
◦専決処分の承認
◦条例制定（４件）
◦条例改正（９件）
◦条例廃止（３件）
◦財産の無償譲渡
◦平成26年度各種会計
補正予算
◦平成27年度各種会計
予算説明

３月12日（木） 休　　　　会
３月13日（金） 　

予算審査特別委員会

※議会解散

３月16日（月）

３月17日（火）
３月18日（水） 休　　　　会

３月19日（木）

予算審査
特別委員会 ◦総括質疑、委員会採決

本会議
◦予算審査特別委員長
報告、採決
◦閉　会

 ※ 不信任決議とは
  地方自治法第178条に基づき、議会が首長を信任しない旨を

議決すること。

  在任する議員総数の３分の２以上が出席している本会議で、

出席議員の４分の３以上が賛成すると成立する。

  この不信任決議を受けた首長は、10日以内に議会を解散しな

い限り、自動的に失職する。

議
員
11
名
に
よ
る

不
信
任
決
議
案

村長不信任案の採決
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大衡村の新「教育長」制度移行は10月１日から

議
員

①
役
場
周
辺
の
住
宅
開
発
や

国
道
沿
線
の
開
発
を
ど
う

考
え
て
い
る
の
か
。

②
ク
リ
エ
ー
ト
パ
ー
ク
に
温

浴
施
設
等
を
作
る
考
え
は

あ
る
か
。

③
農
地
に
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
設

置
は
可
能
か
。

①
塩
浪
地
区
の
住
宅
開
発
と

中
心
市
街
地
整
備
を
優
先

的
に
進
め
て
い
く
。
ま
た
、

国
道
４
号
沿
線
の
開
発
は

沿
道
サ
ー
ビ
ス
施
設
や
市

街
化
編
入
等
を
検
討
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

②
温
浴
施
設
は
国
の
補
助
制

度
等
を
検
討
し
て
い
き
た

い
。

③
太
陽
光
発
電
を
農
地
に
設

置
す
る
場
合
は
転
用
許
可

が
必
要
で
あ
り
、
面
積
に

よ
り
国
・
県
と
協
議
し
許

可
が
必
要
と
な
る
。

議
員

①
介
護
保
険
法
が
改
正
と
な

る
要
点
は
何
か
。

②
大
衡
の
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
の
入
所
者
や
待
機

者
の
現
状
は
。

③
在
宅
介
護
に
対
す
る
施
策

は
何
か
。

④
国
は
高
齢
者
の
医
療
費
負

担
を
増
加
す
る
方
向
と
聞

く
が
、
大
衡
村
は
税
収
入

の
増
加
を
考
慮
し
て
負
担

を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
か
。

①
介
護
保
険
法
改
正
で
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所

基
準
が
支
援
度
３
以
上
と

な
る
。
住
民
税
非
課
税
の

低
所
得
者
で
も
預
貯
金
が

単
身
で
一
千
万
以
上
あ
る

と
普
通
の
負
担
金
額
と
な

る
。

②
大
衡
村
に
は
２
施
設
が
あ

り
、
入
所
者
は
徐
々
に
増

加
し
て
い
る
。
待
機
者
は

七
峰
荘
で
百
七
十
六
名
・

村
内
者
が
十
七
名
、
万
葉

の
里
が
九
十
四
名
・
村
内

者
が
十
七
名
。

③
在
宅
介
護
に
関
し
て
は
各

種
サ
ー
ビ
ス
を
積
極
的
に

進
め
て
い
く
。

④
高
齢
者
の
医
療
費
は
年
々

増
加
し
て
お
り
、
応
分
の

負
担
を
願
っ
て
お
り
、
村

独
自
に
負
担
軽
減
が
可
能

か
国
の
趣
旨
と
今
後
の
推

移
を
見
て
い
き
た
い
。

 

議
員

 

村
長

 

村
長

 

議
員

一 般 質 問 村政を問う

村の開発について
　  塩浪住宅の開発を優先

高
齢
者
介
護
に
つ
い
て

　

  

施
設
入
所
者
も
増
加
し
て
い
る

３月定例会

◦教育委員会制度改革

◦主な条例の制定
　・大衡村長の給料の月額の特例に関する条例

　村長の３ヶ月間の給料の20％をカットする条例
（平成27年４月１日時点での村長にのみ適用）

　・地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を
改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

　地方教育行政の改革に伴い、教育長の身分や報酬等、関係する条例を整理するもの

　・大衡村老人福祉センター条例の一部を改正する条例
　施設の名称を「老人福祉センター」から「福祉センター」に変更する条例

１、教育委員長と教育長を一体化した
新「教育長」の設置

・第一義的な責任者が教育長であることが明確に
・首長が直接教育長を選任することで、任命責任
が明確化

２、教教育長へのチェック機能の
強化と会議の透明化

・教育委員の１/３以上からの会議の招集請求が
可能に
・教育長に委任した事務の管理・執行状況の報告
義務規定
・原則として会議の議事録を作成・公表する

３、全ての地方公共団体に
「総合教育会議」を設置

・首長が招集、会議は原則公開
・構成員は首長、教育委員会、必要なら意見聴取
者も要請
・首長が公の場で、教育政策について議論可能に
・首長と教育委員会で教育政策の方向性を共有化
できる

４、教育に関する大綱を首長が策定
・大綱とは、教育の目標や施策の根本的な方針
・総合教育会議で協議を尽くしたうえで、首長が
策定
・地方公共団体としての教育政策に関する方向性
が明確化

◦財産の無償譲渡
大衡村デイサービスセンター

　・無償譲渡する財産
名　称：大衡村デイサービスセンター

所在地：大衡村大瓜字長町77番地３

規　模：鉄筋コンクリート造　平屋建390.50㎡

　・無償譲渡の相手方
社会福祉法人永楽会

佐々木金彌 議員
（一括質問）

大衡村をどう変えていくか……

譲
渡
さ
れ
る
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー太

陽
光
発
電
設
備

万
葉
の
里
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議
員

　

村
の
発
展
を
支
え
、
住
民

福
祉
を
担
う
職
員
が
心
身
と

も
に
健
康
で
、
雰
囲
気
の
良

い
職
場
環
境
の
確
保
は
不
可

欠
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
定
年
前
の
退
職

者
が
続
出
し
、
心
を
病
ん
で

休
む
職
員
が
出
て
い
る
こ
と
、

慢
性
的
な
残
業
や
昇
進
を
望

ま
な
い
職
員
が
い
る
な
ど
、

公
務
の
現
場
が
深
刻
な
状
況

に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

　

平
成
26
年
３
月
に
大
衡
村

職
員
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
セ
ク

ハ
ラ
、
パ
ワ
ハ
ラ
）
防
止
要

綱
を
定
め
て
い
る
が
、
状
況

把
握
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て

い
る
の
か
。
ま
た
、
防
止
対

応
を
ど
う
行
っ
て
き
た
か
。

　

公
務
を
担
う
職
員
が
、
お

互
い
の
人
格
を
尊
重
し
あ
い
、

大
切
な
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る

こ
と
を
深
く
認
識
す
る
こ
と

に
よ
り
、
職
員
間
の
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
は
未
然
に
防
げ
る
も

の
と
考
え
て
い
る
。

　

上
司
の
厳
し
い
注
意
や
指

導
、
指
示
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

と
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
が
、

業
務
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当
し
な
い

と
認
識
し
て
い
る
。

　

役
場
内
に
お
け
る
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
に
係
る
事
案
は
現
在

ま
で
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
か
ら
も
職
員
に
対
し
て

防
止
要
綱
の
趣
旨
を
徹
底
し

て
い
く
考
え
で
あ
る
。

※ ハラスメント
　ハラスメント（Harassment）とはいろいろな
場面での『嫌がらせ、いじめ』を言います。その
種類は様々ですが、他者に対する発言・行動等が
本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、
尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与
えることを指します。

 

議
員

 

副
村
長

松食い虫の被害が
急速に拡大している

　  対策は行っている

　

幹
線
道
路
や
歩
道
に
影
響

を
与
え
る
枯
れ
木
の
撤
去
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、
村
内
に

は
枯
れ
て
し
ま
っ
た
松
の
木

が
目
に
つ
く
。
そ
れ
が
周
辺

に
何
も
な
い
所
だ
と
、
あ
ま

り
気
に
留
め
ら
れ
な
い
が
、

道
路
や
歩
道
沿
い
で
あ
る
と
、

倒
伏
や
枝
折
れ
に
よ
る
車
両

や
歩
行
者
へ
の
被
害
が
心
配

さ
れ
る
。

　

村
有
地
で
あ
れ
ば
村
当
局

も
す
ぐ
に
対
応
で
き
る
が
、

個
人
の
所
有
地

や
企
業
の
敷
地

内
で
あ
れ
ば
、

そ
の
対
応
も
難

し
い
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
被

害
が
発
生
す
る

前
に
処
置
す
べ

き
で
は
な
い
か
。

　

交
通
に
支
障
が
生
じ
る
と

予
想
さ
れ
る
箇
所
に
つ
い
て

は
、
地
権
者
の
了
解
を
得
て

枝
打
ち
や
伐
採
を
行
っ
て
い

る
。

　

ま
た
道
路
の
安
全
確
保
の

た
め
、
現
状
の
調
査
を
予
定

し
て
い
る
。

　

小
学
校
敷
地
内
及
び
学
び

の
森
公
園
内
の
松
く
い
虫
の

被
害
木
は
、
平
成
26
年
の
小

学
校
改
修
工
事
に
合
わ
せ
て

一
部
伐
採
処
分
を
行
っ
て
お

り
、
そ
れ
以
外
の
被
害
木
は

平
成
27
年
度
に
宮
城
県
市
町

村
振
興
総
合
補
助
金
を
活
用

し
て
１
３
２
本
の
伐
採
駆
除

を
行
う
予
定
で
あ
る
。

　

村
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る

「
常
盤
の
松
」
に
つ
い
て
は
、

毎
年
活
根
肥
料
及
び
植
物
活

力
素
の
樹
幹
注
入
に
よ
り
樹

勢
回
復
を
図
る
と
共
に
、
中

学
校
周
辺
の
松
を
含
め
た
殺

虫
剤
散
布
を
行
っ
て
い
る
。

議
員

　

小
学
校
敷
地
内
の
松
く
い

虫
被
害
は
甚
大
で
あ
り
、
完

全
に
枯
れ
て
い
る
木
が
、
数

多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
危
険

防
止
の
た
め
早
急
な
対
処
を

求
め
る
。　

　

大
衡
村
の
村
木
は
赤
松
で

あ
る
が
、
そ
の
紹
介
写
真
に

使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
中

学
校
の
常
盤
の
松
で
あ
る
。

　

万
葉
の
森
に
は
天
皇
陛
下

が
お
手
植
え
さ
れ
た
松
を
は

じ
め
と
す
る
６
㌶
の
松
林
や
、

大
衡
村
と
三
本
木
の
境
の
松

並
木
も
あ
る
。
こ
の
大
衡
村

の
シ
ン
ボ
ル
と
も
言
え
る
赤

松
の
保
護
を
ど
う
考
え
る
か
。

 
議
員

 

議
員

 

村
長

 

村
長

議
員

　

最
高
責
任
者
で
あ
る
村
長

は
、
職
員
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

に
つ
い
て
、
状
況
を
把
握
す

る
義
務
が
あ
る
。
実
例
は
な

い
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
に

違
い
な
い
の
か
。

　

事
案
は
発
生
し
て
い
な
い
。

　

村
長
自
身
は
、
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
を
絶
対
し
て
い
な
い
と

誓
え
る
か
。

　

当
然
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う

か
。

 

議
員

 

議
員

 

副
村
長

 

村
長

職員のハラスメント対策は
機能しているか

　  ハラスメントは起きていない

赤間しづ江 議員
（一問一答）

髙橋　浩之 議員
（一問一答）

村木常盤の松（大衡中学校）

万葉の森にも被害が目立って来
ており、早くしないと手遅れに
なってしまうよ

職員がいきいきと仕事に励む姿
で、そのまちの住民サービス満
足度が分かると言われます。

職場環境は大事！
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議
員

　

昨
年
の
12
月
24
日
、
議
会

全
員
協
議
会
に
お
い
て
跡
部

村
長
は
、
横
領
事
件
に
係
る

「
犯
人
隠
避
」
に
よ
る
告
発

の
不
起
訴
処
分
決
定
を
受

け
、
平
成
23
年
10
月
の
時
点

で
元
職
員
に
よ
る
４
百
万
円

を
超
え
る
横
領
を
知
っ
て
い

た
。
そ
の
あ
と
担
当
職
員
に

指
示
・
命
令
し
『
97
万
円
の

事
務
処
理
の
怠
慢
に
よ
る
不

始
末
と
し
て
処
分
し
た
』
と

述
べ
た
。

　

そ
の
後
、
村
民
に
正
式
に

謝
罪
と
報
告
が
な
さ
れ
て
い

な
い
。
説
明
責
任
が
果
た
さ

れ
て
い
な
い
と
考
え
る
。

　

大
変
申
し
訳
な
く
、
議
会

並
び
に
村
民
の
皆
様
に
改
め

て
お
詫
び
す
る
。
12
月
議
会

終
了
後
で
あ
っ
た
の
で
全
員

協
議
会
の
席
上
、
報
告
と
謝

罪
を
行
っ
た
。

　

ま
た
、
監
査
委
員
に
も
自

宅
を
訪
問
し
て
、
謝
罪
と
報

告
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

議
員

　

４
月
か
ら
地
域
型
保
育
給

付
と
施
設
型
給
付
（
認
定
こ

ど
も
園
）
と
の
こ
ど
も
・
子

育
て
支
援
新
制
度
が
施
行
さ

れ
る
。
地
域
型
保
育
は
市
町

村
が
新
た
に
基
準
を
設
け
認

可
し
財
政
は
国
が
支
援
す
る
。

　

塩
浪
地
区
宅
地
造
成
事
業

が
行
わ
れ
分
譲
予
定
で
あ
り
、

定
住
さ
れ
る
方
は
若
者
、
子

育
て
世
代
と
考
え
る
。
一
時

的
な
子
供
の
増
加
が
予
想
さ

れ
る
。

　

待
機
児
童
対
策
と
し
て
、

小
規
模
保
育
、
家
庭
的
保
育
、

居
宅
訪
問
保
育
に
対
す
る
人

材
の
養
成
と
支
援
を
考
え
、

地
域
型
保
育
の
拡
充
を
す
べ

き
で
は
な
い
か
。

　

現
在
待
機
児
童
は
な
く
、

認
定
こ
ど
も
園
で
あ
る
お
お

ひ
ら
万
葉
こ
ど
も
園
の
受
け

入
れ
で
対
応
で
き
て
い
る
。

塩
浪
地
区
分
譲
の
状
況
を
み

て
、
今
後
地
域
型
保
育
を
進

め
る
か
を
考
え
る
。

　

今
後
、
３
歳
児
未
満
の
保

育
の
需
要
が
増
え
る
と
思
わ

れ
る
。
小
規
模
保
育
、
家
庭

的
保
育
、
居
宅
訪
問
型
保
育

も
考
え
、
起
業
者
へ
の
設
備

投
資
の
支
援
、
補
助
金
な
ど

考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
う

が
。

　

国
の
制
度
を
利
用
し
、
動

向
を
見
な
が
ら
今
後
考
え
る
。

今後予想される
待機児童は　

　  状況を見て考える

村長の指示命令による
隠ぺい事件の責任は

　  謝罪と報告済みである

 

議
員

 

議
員

 

副
村
長

 

村
長

 

村
長

 
議
員

　

村
長
は
、
職
員
に
指
示
・

命
令
し
「
97
万
円
の
単
純
な

置
き
忘
れ
」
と
し
た
が
、
そ

の
金
額
と
し
た
根
拠
は
何
で

あ
っ
た
の
か
。
誰
が
そ
の
よ

う
な
報
告
書
を
作
成
し
た
の

か
、
村
長
の
関
与
に
つ
い
て

聞
く
も
の
で
あ
る
。

　

平
成
24
年
６
月
21
日
に
実

施
さ
れ
た
随
時
監
査
に
お
い

て
、
担
当
課
長
に
偽
り
の
報

告
を
さ
せ
て
誤
っ
た
監
査
報

告
を
提
出
さ
せ
た
が
、
村
長

は
ど
の
様
に
関
与
し
、
ど
の

様
な
行
動
を
と
ら
せ
た
の
か

答
弁
を
求
め
る
。

　

監
査
委
員
に
は
謝
罪
と
報

告
を
既
に
行
っ
て
い
る
。
法

的
に
は
不
起
訴
と
い
う
こ
と

で
決
着
は
つ
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

全
容
に
つ
い
て
は
、
全
員

協
議
会
で
話
し
た
と
お
り
で
、

そ
れ
以
上
の
こ
と
は
な
い
。

　

５
千
７
百
人
の
村
民
に
多

大
な
る
迷
惑
を
か
け
た
村
長

は
、
一
旦
職
を
退
い
て
、
出

直
す
覚
悟
は
な
い
の
か
を
問

う
。

　

報
酬
の
減
額
条
例
を
提
案

し
た
。

 

議
員

 

議
員

 

村
長

 

村
長

議
員

　

第
５
次
総
合
計
画
、
実
施

計
画
に
中
央
公
園
桜
植
樹
事

業
が
あ
る
。
27
年
度
に
は
村

民
体
育
館
東
側
、
28
年
度
は

中
学
校
グ
ラ
ン
ド
の
南
側
で

あ
る
。

　

公
園
植
樹
事
業
の
目
的
は

桜
を
後
世
に
伝
承
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

　

大
衡
城
、
牛
野
ダ
ム
、
五

反
田
周
辺
の
植
樹
も
必
要
で

は
な
い
か
。

　

現
存
の
桜
の
維
持
管
理
に

努
め
、
専
門
家
の
指
導
を
仰

ぎ
な
が
ら
植
樹
を
検
討
す
る
。

　

子
ど
も
達
に
よ
る
植
樹
も

考
え
て
い
く
。

 

副
村
長

 

村
長

 

議
員 桜

の
植
樹
を

　

  

桜
の
名
所
を
絶
や
さ
ぬ
よ
う
検
討

村民の「声なき声」を届けるた
め発言し行動していきます

住みたい
住んで良かったと思える

大衡村に

小川ひろみ 議員
（一括質問）

山路　澄雄 議員
（一問一答）

大
衡
村
中
央
公
園
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一 般 質 問村政を問う

議
員

　

圃
場
条
件
改
善
の
た
め
の

小
規
模
基
盤
整
備
事
業
を
、

補
助
率
や
上
限
額
の
見
直
し

を
行
い
、
農
家
が
よ
り
取
り

入
れ
や
す
く
推
進
し
て
は
ど

う
か
。

　

現
在
は
補
助
率
２
分
の
１
、

限
度
額
10
ア
ー
ル
当
た
り

20
万
円
の
助
成
と
な
っ
て
い

る
。

　

こ
の
事
業
は
、
農
家
か
ら

大
変
好
評
を
い
た
だ
い
て
お

り
、
財
源
を
見
い
だ
し
な
が

ら
補
助
率
な
ど
を
検
討
し
て

い
き
た
い
。

議
員

　

今
後
、
農
業
従
事
者
の
高

齢
化
や
後
継
者
不
足
対
策
が

必
要
で
あ
り
、
受
け
手
側
の

担
い
手
を
確
保
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

現
在
、
村
で
は
受
委
託
推

進
事
業
を
実
施
し
て
い
る
が
、

契
約
初
年
度
の
み
の
一
度
限

り
の
補
助
金
交
付
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
利
用
権
設
定
を

し
た
農
地
の
受
託
者
に
対
し
、

契
約
期
間
内
毎
年
の
継
続
的

な
奨
励
金
制
度
を
創
設
し
て
、

地
代
支
払
い
の
負
担
を
軽
減

し
て
は
ど
う
か
。

 
議
員

 

議
員

 

村
長

　

と
き
わ
台
団
地
の
分
館

（
集
会
所
）
建
設
事
業
の
状

況
と
特
徴
的
な
こ
と
は
な
い

か
。

　

ま
た
、
新
た
に
開
発
さ
れ

る
塩
浪
地
区
の
団
地
に
も
分

館
建
設
を
計
画
す
る
の
か
。

　

各
地
区
分
館
に
ソ
ー
ラ
ー

パ
ネ
ル
を
設
置
す
る
考
え
は

な
い
か
。

　

と
き
わ
台
団
地
へ
の
分
館

建
設
は
、
当
初
の
想
定
よ
り

も
大
分
早
く
区
画
が
完
売
と

な
り
、
予
定
を
繰
り
上
げ
平

成
26
年
度
で
実
施
設
計
を
完

了
、
平
成
27
年
度
で
分
館
の

建
設
を
行
う
考
え
で
あ
る
。

　

分
館
建
設
に
当
た
っ
て
は
、

他
地
区
と
同
様
に
建
設
委
員

会
を
立
ち
上
げ
、
要
望
を
聞

き
な
が
ら
設
計
し
最
終
段
階

に
入
っ
て
い
る
。

　

新
し
い
団
地
の
入
居
者
の

方
々
に
も
、
今
回
建
設
す
る

と
き
わ
台
の
分
館
を
利
用
し

て
い
た
だ
く
。

　

各
分
館
へ
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ

ル
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
区
長
会
で
話
題
に
な
っ

た
が
、
村
で
の
設
置
で
は
無

く
、
各
地
区
で
設
置
し
、
そ

れ
に
村
で
補
助
金
を
出
す
考

え
で
あ
る
。

　

新
し
い
塩
浪
地
区
の
団
地

は
、
と
き
わ
台
の
分
館
を
共

用
す
る
の
で
、
塩
浪
地
区
独

自
の
分
館
建
設
は
無
い
と
の

こ
と
だ
が
、
衡
中
北
地
区
に

つ
い
て
は
ど
う
か
。

　

と
き
わ
台
で
は
、
団
地
の

方
々
一
丸
と
な
っ
て
分
館
が

必
要
だ
と
い
う
声
が
上
が
っ

て
い
る

　

衡
中
北
の
場
合
と
は
違
っ

て
い
る
。

　

地
区
の
盛
り
上
が
り
に
大

き
な
意
味
合
い
が
あ
る
と

思
っ
て
い
る
。

　

受
託
者
の
所
得
補
て
ん
的

な
意
味
合
い
を
持
つ
こ
と
な

の
で
十
分
な
検
討
が
必
要
と

思
う
が
、
年
々
受
け
手
が
少

な
く
な
っ
て
き
た
の
も
事
実

で
あ
り
、
中
間
管
理
機
構
の

事
業
を
見
据
え
な
が
ら
考
え

た
い
。

　

村
内
で
生
産
さ
れ
た
大
豆

を
利
用
し
た
味
噌
な
ど
の
加

工
品
を
村
の
特
産
品
に
し
て

は
ど
う
か
。

　

集
落
営
農
法
人
や
生
産
組

合
が
主
体
と
な
っ
て
６
次
産

業
化
団
体
を
立
ち
上
げ
て
も

ら
い
、
村
が
加
工
場
の
場
所

の
提
供
や
設
備
導
入
の
支
援

を
考
え
て
は
ど
う
か
。

　

生
産
者
の
取
組
み
の
話
を

聞
い
た
上
で
、
国
や
県
の
支

援
を
活
用
し
、
農
業
を
考
え

る
会
等
と
情
報
交
換
を
し
な

が
ら
、
積
極
的
に
支
援
し
て

い
く
。

 

議
員

 

村
長

 

村
長

 

村
長

 

村
長

 

議
員

 

議
員

農業振興策を提言し
村長の考えを問う

　  「農業を考える会」を継続し
方向性を見いだしていく

一 般 質 問 村政を問う

分館建設の状況は
　  ときわ台に今年度建設

細川　幸郎 議員
（一問一答）

佐々木春樹 議員
（一問一答）

分館建設予定地 大豆播種作業

美しい田園風景の保全や地元農
産物による活性化を皆で考えて
いきましょう

行政区再編を
慎重に検討すべき
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声

あ
と

  

が
き

　

三
月
定
例
会
開
会
中
に
起
き

た
村
長
不
信
任
案
決
議
、
そ
し

て
議
会
解
散
劇
。

　

村
政
史
上
、
最
大
の
汚
点
を

残
し
て
し
ま
っ
た
大
衡
村
。

　

選
挙
後
の
初
議
会
に
お
い
て

議
会
構
成
も
決
ま
り
新
た
に
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

住
民
代
表
と
し
て
の
議
会
の

責
務
を
再
認
識
し
な
が
ら
、
地

域
住
民
の
た
め
に
何
が
大
切
か

を
、
今
後
常
に
考
え
な
が
ら
議

会
活
動
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

最
後
に
、
議
会
解
散
に
よ
っ

て
編
集
作
業
が
行
え
ず
、
三
月

定
例
会
に
つ
い
て
住
民
の
皆
様

へ
の
ご
報
告
が
遅
れ
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
、
お
詫
び
申
し
上
げ

ま
す
。

（
齋
藤
一
郎
）

大
衡
村
議
会

広
報
編
集
特
別
委
員
会 

　
　

委 

員 

長　

小
川　

宗
寿

　
　

副
委
員
長　

齋
藤　

一
郎

　
　

委　
　

員　

石
川　
　

敏

　
　

委　
　

員　

早
坂　

豊
弘

　
　

委　
　

員　

佐
々
木
金
彌

　
　

委　
　

員　

小
川
ひ
ろ
み

　

私
が
こ
の
大
衡
村
に
生
を
受
け
、
早
い
も
の
で
四
十
四
年
の
月
日
が

流
れ
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。現
在
は
地
元
で
建
設
業
を
営
み
な
が
ら
、

Ｐ
Ｔ
Ａ
や
大
衡
村
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
等
に
携
わ
る
よ
う
に
な
り
、
本
当

に
自
分
は
地
域
の
方
々
に
こ
こ
ま
で
育
て
て
頂
い
た
ん
だ
な
と
、
学
校

行
事
や
地
域
の
活
動
を
通
じ
、
そ
し
て
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
活
動
を
や
れ

ば
や
る
ほ
ど
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
ば
か
り
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
子
ど
も
達
へ
自
分
の
出
来
る
範
囲
で
は
あ
り
ま
す
が
、

私
が
お
世
話
に
な
っ
た
恩
を
返
し
て
い
け
れ
ば
と
最
近
特
に
思
っ
て
い

ま
す
。
立
場
上
子
ど
も
達
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
色
々
な
話
を
耳
に
す

る
機
会
が
多
く
、
な
ん
と
か
出
来
な
い
も
の
か
と
考
え
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　

大
衡
村
の
教
育
関
連
の
会
議
は
と
て
も
有
意
義
で
子
ど
も
達
の
為

に
、
行
政
が
懸
命
に
取
り
組
ん
で
い
る
事
へ
協
力
が
出
来
る
よ
う
に
、

私
も
微
力
で
は
あ
り
ま
す
が
頑
張
っ
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

迷
っ
た
際
に
は
議
員
の
皆
様
に
ご
相
談
に
参
る
こ
と
も
あ
る
か
と
思

い
ま
す
が
、
ご
助
言
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

議
会
も
新
体
制
と
な
り
何
か
と
ご
多
忙
と
は
存
じ
ま
す
が
、
お
体
に

気
を
付
け
て
議
会
運
営
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

衡
中
東
地
区

  

松  

川  

利  
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最
近
特
に
感
じ
る
こ
と

 　

こ
の
「
お
お
ひ
ら
議
会
だ
よ

り
」
の
内
容
に
も
あ
る
通
り
、
３

月
定
例
会
に
お
い
て
、
平
成
27
年

度
当
初
予
算
は
成
立
し
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

そ
の
た
め
、
２
日
間
に
わ
た
っ

て
実
施
し
た
予
算
審
査
特
別
委
員

会
に
つ
い
て
は
、
掲
載
を
省
略
し

て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
２
月
に
実
施
し
た
常
任
委

員
会
に
つ
い
て
も
、
そ
の
調
査
内

容
が
、
今
回
成
立
し
な
か
っ
た
予

算
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
っ
た
た

め
、
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

委
員
会
か
ら
の
報
告

人権擁護委員推薦

　人権擁護委員の候補者について議会の意
見を求められ採決の結果、適任と認めまし
た

任期：
平成27年７月１日～平成30年６月30日

千葉　良紀 氏 熊谷喜久雄 氏




